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この手順書はワクチン、治療薬、診断薬の研究開発等のための病原体の国内運搬

や、感染症の確定検査等を目的とした臨床検体や環境検体の円滑な国内運搬を目的

としてSCARDA事務局が作成したものです。病原体・検体等の運搬には国内関連法規

や国際的な法規を遵守する必要があり、それぞれのガイドラインも参考にしてくだ

さい。また、安全で円滑な運搬のためには、個々の機関、大学等の実情に合わせた

手順書の整備や、体制整備が必要となります。 

 

 

本手順書の位置づけ 

 

 

本手順書はＳＣＡＲＤＡ事業に採択された研究者が採択課題において病原体及び病原体の含まれる

可能性のある臨床検体、環境検体を国内で運搬する際に必要な手順を解説したものである。以下、本

手順書では運搬する対象物を病原体・検体等と記す（毒素も含む）。本手順書では感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律1（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）及び家

畜伝染病予防法2（以下、家伝法）に加え、いくつかの規則やガイドラインに従って病原体・検体等の具体

的な運搬手順を解説している。各規則・ガイドラインは該当箇所の脚注や第 9 その他に記載の出典を参

照すること。 

なお、感染症法における特定病原体等（一種病原体等から四種病原体等）は、臨床検体を含んでいな

いことに留意すること。特定病原体等の運搬については、運搬時の容器や運搬等の基準が同法令によ

り定められており、「特定病原体等の安全運搬マニュアル3」等も合わせて参照すること。 

なお、感染症法で一種病原体等に分類される病原体の所持は禁止されており、公益上必要な試験研

究を行う指定された施設のみに所持が許可されているため、この手順書では言及しない。   

 

 
1 e-gov「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）」

（https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114） （閲覧日：2025 年 3 月 19 日） 
2 e-gov「家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）」 

（https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
3 厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課「特定病原体等の安全運搬マニュアル」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164585.pdf） （閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
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はじめに 

病原体・検体等の運搬に関しては、送付する病原体・検体等のバイオセーフティレベル（以下、BSL）

や関連する法律、ガイドライン等を把握し、それに応じた対応を行う必要がある。そのため、機関や大学

において病原体・検体等の運搬の手続や梱包を担当する者を予め指名し、作業内容を熟知させておく

必要がある。あわせて、病原体・検体等の運搬に適合した容器の準備を行い、業者に運搬を依頼するこ

とが想定される場合には業者の一覧を作成し、必要に応じて当該業者と予め具体的な手続き、担当者

等の連絡先を確認しておく。なお、病原体の分与により病原体を搬入する施設は、病原体の BSL に応

じた規格を満たしている必要がある。 

 

第1. 病原体・検体等の所持に際して必要な手続き 

病原体を運搬する際に、受取機関が以下のような要件を満たすことを事前に確認する必要がある。 

運搬により病原体・検体等を受け取る国内の機関は、本手順書で述べる病原体・検体等の運搬に関

する手順に加え、感染症法及び家畜伝染病予防法4（以下、家伝法）で規定された病原体所持に係る以

下の義務が発生することに留意されたい。また、特定病原体等の種類に応じ、適切に保管、使用、運搬、

滅菌等を行うための基準の遵守や、感染症の発生・まん延防止のための管理体制の構築が求められて

いる。 

(1) 二種病原体等を所持する場合、運搬手続きを開始する前に厚生労働大臣への二種病原体等

所持許可申請書の厚生労働省への事前申請と許可が必要となる5。（感染症法に係る対応） 

(2) 三種病原体等の所持に関しては運搬により所持施設へ搬入後 1 週間以内に所轄厚生局へ所

持の届け出が必要となる6。（感染症法に係る対応） 

(3) 四種病原体等の場合、厚生労働省への事前申請や厚生局への所持届出は必要ない。（感染症

法に係る対応） 

(4) 家畜伝染病病原体を所持する場合は運搬手続きを開始する前に農林水産省へ所持許可の申

請を行い、許可証の交付を受ける7。（家伝法に係る対応） 

(5) 届出伝染病等病原体の所持に関しては運搬により所持施設へ搬入後 1 週間以内に農林水産

省へ所持の届出が必要となる8。（家伝法に係る対応） 

 

 
4 e-gov「家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）」 

（https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
5 厚生労働省「二種病原体等の所持等における必要な手続き等」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164579.pdf）（閲覧日：2025 年 8 月 26 日） 
6 厚生労働省「三種病原体等の所持等における必要な手続き等」（https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/3_1_04_150521.pdf）（閲覧日：2025 年 8 月 26 日） 
7 農林水産省「家畜伝染病病原体の所持等における必要な手続等」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-

35.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 20 日） 
8 農林水産省「届出伝染病等病原体の所持等における必要な手続等」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-

10.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 20 日） 
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(6) 監視伝染病病原体を国内の機関に再分与する際には、荷受人が動物検疫所へ申請し許可され

る必要がある。 

 

第2. 病原体・検体等の運搬上の分類 

病原体・検体等の運搬に関する分類は、国連勧告である「危険物の輸送に関する国連勧告-モデル規

則9、10、11（以下、モデル規則）」に記載されている。本手順書ではこの勧告に則り、運搬する病原体・検体

等の分類（カテゴリー分類（参考 2））を示す。なお、本邦では感染症法および家伝法において、それぞれ

特定病原体等または監視伝染病病原体が指定されており、運搬等に際しての規制が存在する。本手順

書では特定病原体等の内、二種病原体等、三種病原体等、四種病原体等に含まれる病原体・毒素並び

に監視伝染病病原体も、国連の勧告および WHO「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス12、13（以

下 WHO のガイダンス）、国内法などを基に以下の通りに分類する。 

 

(ア) カテゴリーA 

健康なヒトまたは動物に恒久的な障害や生命を脅かす様な、あるいは致死的な疾病を引き起こす可

能性のあるものとモデル規則で定義しており、以下のものが含まれる。 

(1) WHO のガイダンスに例示されている病原体または臨床検体14（具体例は参考 3 を参照） 

(2) 感染症法に規定されている一種病原体等から四種病原体等に含まれる特定病原体等（具体例

は参考 4 を参照） 

(3) 家伝法で規定されている監視伝染病病原体（具体例は参考 5 を参照） 

(4) （1）～(3)以外で各機関や大学においてカテゴリーA と判断された病原体・検体等 

 

 
9 UNECE「Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations 

Volume I Twenty-third revised edition」（https://unece.org/sites/default/files/2023-08/ST-SG-

AC10-1r23e_Vol1_WEB.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 21 日） 
10 UNECE「Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations 

Volume II Twenty-third revised edition」（https://unece.org/sites/default/files/2023-08/ST-SG-

AC10-1r23e_Vol2_WEB.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 21 日） 
11 独立行政法人労働者健康安全機構「国連危険物輸送勧告（TDG）」

（https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/tdg/tdg.html）（閲覧日：2025 年 11 月 21 日） 
12 WHO「Guidance on regulations for the transport of infectious substances, 2023–2024」

（https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376214/9789240089525-eng.pdf?sequence=1）

（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
13 国立感染症研究所「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014 版」

（https://www.niid.jihs.go.jp/publications/byougen-kanri/WHOguidance_transport13-14.pdf）（閲

覧日：2026 年 2 月 1６日） 
14 参考 3 において病原体名に（cultureｓ only）と記載がある場合は分離・培養された病原体のみについてカテゴリー

A に該当する。病原体名のみが記載されている場合は、感染疑いのある臨床検体・環境検体であってもカテゴリーA に

該当する。 
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(イ) カテゴリーB 

カテゴリーB には以下のものが含まれる。 

(1) 感染性を持つ内容物が含まれ、それらがカテゴリーA に含まれないもの 

(2) 感染症が疑われる患者、動物から採取された臨床検体及び環境検体（ただし、カテゴリーA で

運搬することが妥当と判断された検体を除く。） 

(ウ) カテゴリーA または B に該当しないが基本三重梱包が必要な病原体・検体等 

以下に掲げるものは、カテゴリーA または B に非該当だが運搬に際しては基本三重梱包（第 4、参考

6）が必要と考えられる（基本三重梱包が必要と考えられる具体的な例は参考 7 を参照。基本三重梱包

も不要と考えられるものの具体例は参考 8 を参照。） 

(1) ヒトや動物に対して非病原性の微生物を含む物質 

(2) 試料中に含まれる病原体が中和又は不活化され、健康へのリスクを喪失した状態の物質 

(3) 病原体を含む可能性が極めて低いと考えられる臨床検体 

(4) 大きな感染リスクがあるとは考えられない環境検体（食品や水の試料を含む。） 

(5) （1）～(4)以外で各機関や大学においてカテゴリーA または B に該当しないと判断されたもの 
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第3. 容器及び梱包の基準 

カテゴリ－A または B に分類された病原体・検体等の運搬に際しては、基本三重梱包が必須である。

基本三重梱包に用いる２次容器、３次容器はカテゴリー毎に容器規格が指定されている。２次容器と３

次容器のセットでの規格となっており、適合した組み合わせ（購入時の組み合わせ）から変更して利用で

きないことに留意する。 

なお、これ以降、運搬に用いる 1 次容器、2 次容器、3 次容器、Overpack を運搬容器と総称する。 

(1) カテゴリーA：国連の「モデル規則 9」における包装基準 P620 に準拠した包装容器。３次容器表

面に国連規格容器のシンボルが印刷されている。 

例）国連規格容器のシンボル15 

 

(2) カテゴリーB：モデル規則の包装基準 P650 に準拠した包装容器。カテゴリーA 用包装容器を

用いてカテゴリーB の感染性物質を送付することも可能である16。ただし、「第 4. 梱包手順」で

述べる運搬容器への標示はカテゴリーB としての記載が必要。 

(3) カテゴリーA、B に該当しない生物由来物質や検体等など：防漏性の１次容器、１次容器の破損

を防ぐ措置、堅牢で防漏性を有する２次容器、２次容器を収納可能な適正な３次容器の使用が

必要である。これらの要件を満たすため、カテゴリーA、またはカテゴリーB の運搬容器を用い

ることを推奨する。 

 

※感染症法上の特定病原体等は全て、カテゴリーA 基準での梱包が必要である。特定病原体等（一

種病原体等から四種病原体等まで）の施設外への運搬時の容器と梱包の基準は特定病原体等の運搬

に係る容器等に関する基準17（平成 19 年厚生労働省告示第 209 号）で定められているが、カテゴリー

 

 
15 感染研「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」

（https://www.niid.jihs.go.jp/publications/WHOguidance_transport13-14.pdf）（閲覧日：2025 年 8 月

26 日） 図 2 を引用 
16 カテゴリーA 用包装容器の方が厳格な規格であり、カテゴリーA 用包装容器であればカテゴリーB の規格を満たすた

め。 
17 厚生労働省「特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準（平成 19 年厚生労働省告示第 209 号）」

（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79aa9117&dataType=0&pageNo=1）（閲覧日：2025

年 3 月 18 日） 
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A 運搬容器は同法の基準をクリアしている。 

※また、家伝法の監視伝染病病原体もカテゴリーA 基準での梱包が必要である。 
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第4. 梱包手順 

基本三重梱包は病原体・検体等を直接格納する容器を１次容器とし、それを２次容器、３次容器で覆

うことで運搬時の安全性を担保する。JIHS のホームページでも解説されており18、参考にされたい。 

(ア) 1 次容器 

 スクリューキャップ型の防漏性容器を用いる。 

 容器に内容物、内容量をラベルする。 

 パッキン付きアウターキャップ式のチューブが推奨される。 

 ポリプロピレン製、ポリエチレン製のチューブは強固なため、推奨される。他に適した容器がない

場合を除き、易破損性のガラス製やポリスチレン製チューブは避ける。 

 キャップをしっかり閉めた後、ビニールテープ等でキャップを固定することが望ましい。19 

 

(イ) ２次容器 

 運搬する病原体・検体等のカテゴリー分類に応じた２次容器を用いる。（「第 3.容器及び梱包の

基準」に記載の通り、カテゴリーB の場合はカテゴリーA 容器の利用も可能である。） 

 １次容器の破損等で内容物が漏洩した場合に備えて、内容量を十分に吸収できる吸水性の梱

包材で包む。 

 緩衝材を用いて 1 次容器を２次容器内に固定する。この際、複数の１次容器を入れる場合は、１

次容器同士の接触を避けるため、１次容器（吸水性の梱包材を含む）をそれぞれ緩衝材で包む。 

 ２次容器内にドライアイス等の気化する冷却材を入れることは厳禁である。２次容器は内容物の

破損や漏洩を防止するための容器であり強度および密閉度が高く、２次容器内にドライアイス

を入れた場合には容器の爆発と内容物の飛散により、関係者の怪我や、ヒト及び周辺環境の汚

染を招くことになるためである。 

 

(ウ) ３次容器 

 運搬する病原体・検体等のカテゴリー分類に応じた３次容器を用いる。 

 ２次容器と３次容器はセットになっているため、適合した組み合わせ(購入時の組み合わせ)から

変更しない。 

 カテゴリーA の３次容器には国連規格容器のシンボルが印刷されていることを確認する。コピー

の貼り付け等国連規格容器のシンボルを自作してはならない。 

 

 
18 令和 5 年度希少感染症診断技術研修会「病原体輸送」（https://www.niid.jihs.go.jp/images/lab-

manual/kisyo/25_R5_Transport_Harada.pdf）（閲覧日：2025 年 6 月 10 日） 
19 ビニールテープによるキャップの固定は必須ではない。 



8 

 

 ２次容器を収納した後、発送日や内容物詳細（病原体名など）を記載した内容物項目リストを収

納する。内容物項目リストには以下を記載する。内容物（病原体）以外は 3 次容器や

Overpack に標示されているため省略は可能だが、荷受人に配慮して記載することが望まし

い。 

 内容物（病原体・検体等の名称） 

（例：血液、○○…） 

 正味量（液体の場合は mL、固体の場合は g） 

 発送日 

 荷送人の氏名および所属、住所 

 緊急連絡先（荷送人または梱包責任者氏名、電話番号） 

 保冷機能を備えた３次容器であれば、冷却剤（ドライアイス等）を入れることも可能である。（た

だし、ドライアイスを使用する場合にあっては、気化するガスの放散のための適当な手段を講じ

ること。） 

 ３次容器外装に送付物、カテゴリー分類に応じた所定の標示を行う。後述の第 5 を参照された

い。 

(エ) Overpack（４次容器） 

 Overpack を用いた運搬は必須ではないが、運搬業者により Overpack までの梱包を要求

されうることに留意する。 

 冷却を必要とする場合、３次容器とともに冷却剤を Overpack 内に収納し運搬することも可能

である。 

 Overpack に定められた規格はないが、ドライアイスを使用する場合は３次容器と同様に非防

漏性で、収納したドライアイスが気化した場合の安全性が担保されなければならない。 

 Overpack 外装にも所定の標示が必要となる。標示内容・方法の詳細は後述の第 5、参考

10、参考 11 を参照されたい。 
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第5. 運搬容器等への標示 

病原体・検体等の運搬の際には、3 次容器へのラベル等の標示が必要となる。Overpack を用いて

運搬する場合は、3 次容器への標示に加え、Overpack への標示も必要となることに注意すること。 

本項では WHO のガイダンスで示される標示に加え、感染症法等の国内規制で必要とされる標示を

含める。航空運搬を行う場合は、IATA の航空危険物規則の中で、マークやラベルのサイズ、文字の高

さ、線の太さなど細かく定められているため、航空運搬の際は標示が正しいかどうか事前に有識者

（IATA のディプロマ取得者など）に確認すること。 

(ア) 1 次容器への標示（カテゴリーA、B、およびカテゴリー分類に該当しない基本三

重梱包で共通） 

WHO のガイダンス、感染症法では定められていないが、表面に内容物を標示したラベル等を貼付す

る。（表記例：具体的な病原体名、血清、血液、等） 

 

(イ) 2 次容器への標示（カテゴリーA、B およびカテゴリー分類に該当しない基本三重

梱包で共通） 

容器表面への標示義務は無い。ゆうパックを利用する場合、「この中にドライアイスを入れない」旨の

標示が必要である。 

※カテゴリーA に分類される病原体・検体等は複数種を一つの 2 次容器内に同梱してはならない。た

だし、異なるカテゴリーA の病原体・検体等を 1 種類ずつ納めた 3 次容器を 1 つの Overpack に収納

することは可能である。また、カテゴリーA に分類される病原体・検体等を無関係な物質とまとめて一つ

の２次容器内に同梱してはならない。これらの物質とは分けて基本三重梱包とすることが必要である。 

 

(ウ) 3 次容器への標示 

3 次容器への標示はカテゴリー毎および内容物により異なるため、十分な理解が必要である。この際、

３次容器表面に具体的な病原体名を記載してはならない。 

(1) カテゴリーごとの標示 

1) カテゴリーA（特定病原体等及び監視伝染病病原体を含む）の場合 

- 外表に印刷された国連規格容器のシンボル（自作及び貼り付けは不可） 

- カテゴリーA を表すマークの内、区分 6.2 の危険性ラベル 

- 国連番号及び正式輸送品目名：「UN2814」及び「病毒を移しやすい物質（人体に対し

伝染性があるもの）（INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS）」、

又は、「UN2900」及び「病毒を移しやすい物質（動物に対し伝染性があるもの）
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（INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only）」。及びその正

味量（Net Qty）20。 

2) カテゴリーB の場合21 

- 正式輸送品目名：「生物由来物質カテゴリーB（BIOLOGICAL SUBSTANCE, 

CATEGORY B）」。及びその正味量（Net Qty）。 

- カテゴリーB を表すマーク（UN3373 と表記されたマーク） 

(2) 冷却剤等同梱時 

危険物に該当する冷却剤を３次容器に入れる場合は、該当する国連番号と正式輸送品目名及

びその正味量、危険性ラベルを標示する。（例：ドライアイスは危険物に該当するため、第 9 分類

の危険性ラベル、国連番号、正式輸送品目名「UN1845 DRY ICE」及び正味量を標示する必

要がある。） 

(3) 「天地無用」ラベル 

送付物が特定病原体等である場合、液量にかかわらず「天地無用」ラベルを標示する。送付物

が特定病原体等に該当しない場合は、送付物が 50mLを超える液体である場合に「天地無用」

ラベルを標示する。 

(4) 「貨物機専用」ラベル 

航空機を用いてカテゴリーA を運搬する際、送付物が 50mL を超える液体もしくは 50g を超

える固体である場合は「貨物機専用」ラベルを標示する。 

(5) 温度要件 

（送付物の温度管理が必要な場合）運搬中の温度要件を標示する。 

(6) 送り状及び安全性適正包装確認済みシール 

Overpack を用いずにゆうパックを利用する場合、送り状（品名欄に「病原体、危険物」または

「臨床検体、危険物」の記載、３次容器にドライアイスを入れた場合は摘要欄に「ドライアイス在

中」の記載）及び安全性適正包装確認済みシールを標示する。 

(7) 荷送人情報 

荷送人の氏名及び住所を標示する。 

(8) 運搬貨物（送付する内容物）の責任者情報 

運搬貨物（送付する内容物）の責任者の氏名及び電話番号22を標示する。この際、電話番号は

２４時間連絡可能な番号を記載する。 

(9) 荷受人情報 

荷受人の氏名及び住所を標示する。 

 

 
20 液体の場合は「mL」で表記する。その際、大文字の L を用いて記載する。 
21 カテゴリーA の容器を使ってカテゴリーB の病原体・検体等を送付する場合、内容物に係る標示はカテゴリーB で標

示する必要があるが、容器に印刷されているカテゴリーA の UN マークはそのままとしてよい。 
22 カテゴリーB では要求事項ではないが、緊急時対応に必要な情報であり、カテゴリーB の運搬時も記載する事が推奨

されている。 
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(エ) Overpack（４次容器）への標示 

Overpack を使用する場合には、Overpack であることを明示し、下記の通り 3 次容器に標示した

マーク・ラベル（国連規格容器のシンボルは除く）を再掲する。これは、Overpack を使用すると、3 次容

器表面の標示が見えなくなるためである。なお、この際 Overpack 表面に具体的な病原体名を記載し

てはならない。 

(1) カテゴリーごとの標示 

1) カテゴリーA（特定病原体等及び監視伝染病病原体を含む）の場合 

- カテゴリーA を表すマークの内、区分 6.2 の危険性ラベル 

- 国連番号及び正式輸送品目名：「UN2814」及び「病毒を移しやすい物質（人体に対し

伝染性があるもの）（INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS）」、

又は、「UN2900」及び「「病毒を移しやすい物質（動物に対し伝染性があるもの）

（INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only）」。及びその正

味量（Net Qty）23。 

2) カテゴリーB の場合 

- 正式輸送品目名：「生物由来物質カテゴリーB（BIOLOGICAL SUBSTANCE, 

CATEGORY B）」。及びその正味量（Net Qty）23。 

- カテゴリーB を表すマーク（UN3373 と表記されたマーク） 

(2) 冷却剤等同梱時 

危険物に該当する冷却剤を３次容器もしくは Overpack に入れる場合は、該当する国連番号

と正式輸送品目名及びその正味量、危険性ラベルを標示する。（例：ドライアイスは危険物に該

当するため、第 9 分類の危険性ラベル、国連番号、正式輸送品目名「UN1845 DRY ICE」及

び正味量を標示する必要がある。） 

(3) 「天地無用」ラベル 

送付物が特定病原体等である場合、液量にかかわらず「天地無用」ラベルを標示する。送付物

が特定病原体等に該当しない場合は、送付物が 50mLを超える液体である場合に「天地無用」

ラベルを標示する。 

(4) 「貨物機専用」ラベル 

航空機を用いてカテゴリーA を運搬する際、送付物が 50mL を超える液体もしくは 50g を超

える固体である場合は「貨物機専用」ラベルを標示する。 

(5) 温度要件 

（送付物の温度管理が必要な場合）運搬中の温度要件を標示する。 

 

 
23 液体の場合は「mL」で表記する。その際、大文字の L を用いて記載する。 
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(6) ３次容器に標示した情報（再掲すること） 

1) 荷送人の氏名及び住所 

2) 運搬貨物（送付する内容物）の責任者の氏名及び電話番号（24 時間連絡可能な番号） 

3) 荷受人の氏名及び住所 

(7) 送り状及び安全性適正包装確認済みシール 

ゆうパックを利用する場合、送り状（品名欄に「病原体、危険物」または「臨床検体、危険物」の

記載、３次容器にドライアイスを入れた場合は摘要欄に「ドライアイス在中」の記載）及び安全性

適正包装確認済みシールを標示する。 
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第6. 運搬する際に必要な書類作業等 

内容物ならびにカテゴリー種別、運搬方法により必要書類が異なることに留意する。 

(ア) カテゴリーＡでの運搬 

(1) 航空運搬を伴う場合 

危険物申告書24、25及び航空貨物運送状が必要である。 

(2) 陸送の場合 

二種〜三種病原体等である場合には運搬経路を管轄する都道府県公安委員会への届出対象

であり、病原体等運搬届出書の提出と、病原体等運搬証明書の交付を受ける必要がある26、27。

（感染症法での四種病原体等である場合、および特定病原体等に該当しない場合は必要なし。） 

(3) 海上運送を伴う場合 

国際海事機関28、29（IMO）の定める海上運送に係るルールである IMDG コード30に従って危

険品明細書等の書類を揃え、船舶所有者または船長に提出する必要がある。 

(イ) カテゴリーＢでの運搬 

(1) 航空運搬を伴う場合 

航空貨物運送状が必要である。その他、別途書類提出を求められる場合があるため運搬前に

必ず航空会社に確認を行うこと。 

(2) 陸送の場合 

運送会社が求めなければ書類作業は無い。 

(3) 海上運送を伴う場合 

国際海事機関 28、29（IMO）の定める海上運送に係るルールである IMDG コード 30 に従って危

険品明細書等の書類を揃え、船舶所有者または船長に提出する必要がある。  

 

 
24 例）全日空「危険物申告書」（https://www.anacargo.jp/ja/download/label/dg_form/）（閲覧日：2025 年

3 月 18 日） 
25 例）日本航空「危険物申告書記載要領」

（https://www.jal.co.jp/jalcargo/label_doc/dl_danger/dom_doc/pdf/danger_140408_02.pdf?msock

id=276f48aa19306af428905df218876b97）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
26 e-gov「届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則（平成十九年国家公安委員会規則第五号）」 

（https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
27 厚生労働省「届出対象病原体等運搬届出書」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/9_02.pdf）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
28 国際海事機関 International Maritime Organization（https://www.imo.org/）（閲覧日：2026 年２月 6

日） 
29 国土交通省「IMO（国際海事機関）の概要」

（https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk1_000035.html）（閲覧日：2026 年 2 月 6 日） 
30 国際海事機関「The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code」

（https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/dangerousgoods-default.aspx）（閲覧日：2026 年

2 月 6 日） 
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第7. 運搬方法 

第 2 で示したカテゴリーA ならびに B に分類される病原体・検体等の運搬方法としては、ゆうパック

を含む運搬業者に依頼する場合や公用車や自家用車による運搬が想定される。日常生活で使用する

宅配業者の一部は病原体・検体等の運搬に対応しておらず、引き受け可能な運搬業者の事前確認が重

要である。また、運搬に際して内容物を偽ったり、上記第 5 で述べた運搬容器外装（3 次容器および

Overpack）表面への必要標示を行わず運搬業者に委託することは厳禁である。 

(ア) 民間運搬業者（ゆうパックを除く）に委託し運搬する場合 

カテゴリーA または B での運搬が必要とされる病原体・検体等の運搬を請負可能な業者は複数存在

する。業者の中には第 6 で挙げた内容物が二種、三種病原体等に該当する場合の届出対象病原体等

運搬届出書作成と運営経路を管轄する都道府県公安委員会への提出や、航空運搬時の危険物申告書

作成と提出手続き、海上運送時の危険品明細書等の作成と申請31、32など、運搬に係る付随業務を委託

可能な業者も存在する。運搬業者へのカテゴリーA または B での運搬委託に際しては、運搬に関する

請負契約を発送元と業者間で締結することが必要となり、一定の作業時間が必要となる。また、運搬契

約ならびに運搬計画作成と運搬実行のために、運搬業者が必要とする情報を参考 12 に、更にその記載

例を参考 13 に示したので参考にされたい。これらの情報は業者による書類作業ならびに運搬に必須と

なるため、荷送人（委託元）の責において正確な情報提供が必要である。 

参考として国内でのカテゴリーA または B での運搬請負い可能な業者を資料（参考 9）に例示する

が、全ての業者を網羅していないため病原体・検体等の運搬事案の発生が予想される機関は予め業者

の把握と特定をしておくことを推奨する。なお、病原体・検体等の運搬を運搬業者に依頼する場合で

あっても、運搬のための病原体・検体等の梱包責任は荷送人にあることに留意すること。 

(イ)  ゆうパックで運搬する場合  

ゆうパックでの運搬可能なカテゴリーA の内容物のうち、特定病原体等は四種病原体等のみである

こと、並びにカテゴリーB も含め陸送のみであることに留意する。また、ゆうパックによる病原体・検体等

の運搬を行う機関は運搬物の梱包が適正になされたことを確認・証明する包装責任者（自治体等公的

機関の講習を受講した者）を選定し、機関が所在する都道府県等自治体の担当部局に連絡しなければ

ならない。包装責任者の要件は令和２年４月 14 日付け健感発 0414 第６号厚生労働省健康局結核感

染症課長通知「発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について33」並びに別添

 

 
31 e-gov「危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）」（https://laws.e-

gov.go.jp/law/332M50000800030）（閲覧日：2026 年 2 月 6 日） 
32 国土交通省「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」

（https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001892633.pdf）（閲覧日：2026 年 2 月 6 日） 
33 厚生労働省「感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000622205.pdf）（閲覧日：2026 年 3 月 23 日） 
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「貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項34」を参照するこ

と。梱包、運搬に際しては、内容物に応じた適切な梱包方法による梱包（基本三重梱包の方法は「第 4. 

梱包手順」を参照。）とゆうパック約款35に従った運搬を行う。包装責任者は送付物が適正に梱包された

ことを確認し、適切な梱包がなされた旨を通知する安全性適正包装確認済みシールを梱包物表面に貼

付けしなければならない。 

(ウ) 自分自身で運搬する場合 

運搬業者等を介さず病原体・検体等を運搬する場合は、以下の通り取り扱う。 

内容物に応じた適切な梱包方法による梱包（基本三重梱包の方法は「第 4. 梱包手順」を参照。）と標

示を行うことを前提とし、公（社）用車、自家用車又は徒歩36で移動可能な範囲内の場合は運搬してよい。

なお、二種病原体等及び三種病原体等の車両を用いた運搬の際、届出対象病原体等運搬届出書の作

成と運営経路を管轄する都道府県公安委員会への届け出、ならびに運搬に係る要件（特定病原体等の

安全運搬マニュアル37を参考とすること）を満たさなければならない。特定病原体等以外の病原体・検体

等（例えば生体材料等）の運搬時にも、事故が発生した場合に必要な有効塩素濃度 0.1 パーセント以

上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有する薬剤等の携行が推奨される。 

  

 

 
34 厚生労働省「貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000622218.pdf）（閲覧日：2025 年 10 月 27 日） 
35 日本郵便株式会社「ゆうパック約款」（https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/4-1.pdf）（閲覧日：

2025 年 10 月 10 日） 
36 カテゴリーB の臨床検体のようなものであれば、徒歩で運搬することも想像される。 
37 厚生労働省「特定病原体等の安全運搬マニュアル」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164585.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 6 日） 



16 

 

第8. 臨床検体の新幹線を用いた緊急時の運搬 

感染症法で定められている一類感染症が疑われる患者が発生した場合、迅速な確定検査のため、検

査が可能な機関への迅速な臨床検体の運搬が必要となる。 

一類感染症を疑う臨床検体の運搬に際して、航空機や公用車等を用いた運搬手段が適さない場合、

新幹線を用いた臨床検体の運搬も可能である。新幹線を用いた臨床検体の運搬においても一類感染

症が疑われる患者の臨床検体の分類はカテゴリーＡであり、梱包手順、標示はカテゴリーＡの手順に準

ずる。また、事故が発生した場合に必要な有効塩素濃度 0.1 パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム

水又はこれと同等以上の効果を有する薬剤等の携行が必要である。 

平成 27 年 1 月 5 日 健感発 0105 第３号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「エボラ出血熱

にかかる検体の新幹線による搬送について（協力依頼）」を参照すること。 

なお、現時点で、本協力依頼通知において、利用できるのは新幹線のみである。 

※新幹線の利用は、速やかな検体の搬送に当たり、公用車、消防防災ヘリ、民間航空機等の利用が

難しいため新幹線しか手段がない場合に限って利用を検討すること。例えば、具体的には、公（社）用車

又は自家用車での移動に長時間を要する場合、悪天候で防災ヘリが使用できない場合、民間航空機の

検体搬送先付近の空港へのフライトが無い・少ない場合、空港までのアクセスが悪い場合、等が想定さ

れる。ただし、これらの場合でもあっても、鉄道業者に相談をし、多目的室等が確保できない等の事情に

より調整に時間を要することが判明した場合は、改めて新幹線以外の方法を検討するものである。 

 

第9. その他 

感染症法及び家伝法により特定病原体等の適正管理が求められている。病原体等の移動に当たって

は、病原体所持、保管、使用、滅菌等の基準を遵守しつつ、臨床検体については管理の参考にされたい。

（感染症法 特定病原体等所持者の法律上の義務・罰則等を参照） 
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【資料一覧】 

 

脚注

No. 
発行元 参考文献名 URL 閲覧日 

1 e-gov 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/410AC0000000114 
2025 年 3 月 1９日 

2 e-gov 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号） 
https://laws.e-

gov.go.jp/law/326AC1000000166 
2025 年 3 月 18 日 

3 

厚生労働省 健

康・生活衛生局感

染症対策部感染

症対策課 

特定病原体等の安全運搬マニュアル 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/001164585.pdf 
2025 年 3 月 18 日 

4 e-gov 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号） 
https://laws.e-

gov.go.jp/law/326AC1000000166 
2025 年 3 月 18 日 

5 厚生労働省 二種病原体等の所持等における必要な手続き等 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/001164579.pdf 
2025 年 8 月 26 日 

6 厚生労働省 三種病原体等の所持等における必要な手続き等 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-10900000-

Kenkoukyoku/3_1_04_150521.pdf 

2025 年 8 月 26 日 

7 農林水産省 家畜伝染病病原体の所持等における必要な手続等 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/attach/pdf/pathogen-

35.pdf 

2025 年 11 月 20 日 

8 農林水産省 届出伝染病等病原体の所持等における必要な手続等 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/attach/pdf/pathogen-10.pdf 

2025 年 11 月 20 日 

9 UNECE 

Recommendations on the TRANSPORT OF 

DANGEROUS GOODS Model Regulations 

Volume I Twenty-third revised edition 

（モデル規則） 

https://unece.org/sites/default/fi

les/2023-08/ST-SG-AC10-

1r23e_Vol1_WEB.pdf 

2025 年 11 月 21 日 

10 UNECE 

Recommendations on the TRANSPORT OF 

DANGEROUS GOODS Model Regulations 

Volume II Twenty-third revised edition 

https://unece.org/sites/default/fi

les/2023-08/ST-SG-AC10-

1r23e_Vol2_WEB.pdf 

2025 年 11 月 21 日 

11 

独立行政法人労

働者健康安全機

構 

国連危険物輸送勧告（TDG） 
https://www.jniosh.johas.go.jp/gr

oups/tdg/tdg.html 
2025 年 11 月 21 日 

12 WHO 

Guidance on regulations for the transport of 

infectious substances, 2023–2024（WHO のガ

イダンス） 

https://iris.who.int/bitstream/han

dle/10665/376214/97892400895

25-eng.pdf?sequence=1 

2025 年 3 月 18 日 

13、15 

WHO 

（和訳：国立感染

症研究所） 

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-

2014 版 

https://www.niid.jihs.go.jp/public

ations/byougen-

kanri/WHOguidance_transport13-

14.pdf 

2025 年 3 月 18 日 
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脚注

No. 
発行元 参考文献名 URL 閲覧日 

17 厚生労働省 
特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準（平成

19 年厚生労働省告示第 209 号） 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_do

c?dataId=79aa9117&dataType=0

&pageNo=1 

2025 年 3 月 18 日 

18 
国立感染症研究

所 
令和 5 年度希少感染症診断技術研修会「病原体輸送」 

https://www.niid.jihs.go.jp/image

s/lab-

manual/kisyo/25_R5_Transport_Ha

rada.pdf 

2025 年 6 月 10 日 

24 全日空 危険物申告書 
https://www.anacargo.jp/ja/down

load/label/dg_form/ 
2025 年 3 月 18 日 

25 日本航空 危険物申告書記載要領 

https://www.jal.co.jp/jalcargo/la

bel_doc/dl_danger/dom_doc/pdf/da

nger_140408_02.pdf?msockid=27

6f48aa19306af428905df218876b

97 

2025 年 3 月 18 日 

26 e-gov 
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則（平成

十九年国家公安委員会規則第五号） 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/419M6040000000

5 

2025 年 3 月 18 日 

27 厚生労働省 届出対象病原体等運搬届出書 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/9_02.pdf 
2025 年 3 月 18 日 

28 国際海事機関 International Maritime Organization https://www.imo.org/ 2026 年 2 月 9 日 

29 国土交通省 IMO（国際海事機関）の概要 
https://www.mlit.go.jp/maritime/

maritime_tk1_000035.html 
2026 年 2 月 9 日 

30 国際海事機関 
The International Maritime Dangerous Goods 

(IMDG) Code 

https://www.imo.org/en/ourwork/

safety/pages/dangerousgoods-

default.aspx 

2026 年 2 月 9 日 

31 e-gov 
危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令

第三十号） 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/332M5000080003

0 

2026 年 2 月 9 日 

32 国土交通省 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 
https://www.mlit.go.jp/maritime/

content/001892633.pdf 
2026 年 2 月 9 日 

33 厚生労働省 
感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する

際の留意事項について 

https://www.mhlw.go.jp/content/

000622205.pdf 
2025 年 10 月 27 日 

34 厚生労働省 
貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場

合の包装に関する遵守事項 

https://www.mhlw.go.jp/content/

000622218.pdf 
2025 年 10 月 27 日 

35 
日本郵便株式会

社 
ゆうパック約款 

https://www.post.japanpost.jp/ab

out/yakkan/4-1.pdf 
2025 年 10 月 10 日 

37 厚生労働省 特定病原体等の安全運搬マニュアル 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/001164585.pdf 
2025 年 11 月 6 日 

40 WHO 
Guidance on regulations for the Transport of 

https://iris.who.int/bitstream/han

dle/10665/339825/97892400197

2025 年 8 月 26 日 
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脚注

No. 
発行元 参考文献名 URL 閲覧日 

Infectious Substances 2021-2022 20-eng.pdf?sequence=1 

41 厚生労働省 病原体等の名称と疾患名称の対照表 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/000701377.pdf 
2025 年 8 月 26 日 

42 農林水産省 病原体の所持等に係る規制の対象疾病について 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/attach/pdf/pathogen-8.pdf 

2025 年 11 月 6 日 

43 農林水産省 監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/attach/pdf/pathogen-

36.pdf 

2025 年 12 月 8 日 

45 JIHS 
病原体等の輸送用包装容器 ～カテゴリーA 容器（国連

(UN)規格容器） 

https://www.niid.jihs.go.jp/conte

nt2/research_department/biosafe

/youkis-a.html 

2026 年 1 月 9 日 

48 JIHS 
令和 5 年度 希少感染症診断技術研修会 

「病原体輸送」 

https://www.niid.jihs.go.jp/image

s/lab-

manual/kisyo/25_R5_Transport_Ha

rada.pdf 

2025 年 10 月 27 日 

49 厚生労働省 携行品一覧（例示） 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/7_07.pdf 
2025 年 3 月 18 日 

51 厚生労働省 特定病原体等 イエローカード 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/001164588.pdf 
2025 年 3 月 18 日 

62 ANA Cargo 
「2014 年 4 月 1 日以降における、「新様式 危険物申告

書（非放射性物質）の運用について（国内貨物） 

https://www.anacargo.jp/ja/news

/dom_140325.html 
2025 年 12 月 26 日 

64 厚生労働省 

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について 

「制度の概要 病原体等所持者の法律上の義務・罰則

等」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa

kunitsuite/bunya/kenkou_iryou/k

ekkaku-kansenshou17/03.html 

2025 年 3 月 18 日 

65 厚生労働省 一種～四種病原体等所持者の法律上の義務・罰則等 
https://www.mhlw.go.jp/content/

10900000/sankou_1.pdf 
2025 年 3 月 18 日 

66 農林水産省 病原体の所持等について 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/pathogen.html 

2025 年 3 月 18 日 

67 農林水産省 
「病原体の所持等について」内 

1-2. 病原体所持者の義務等について 

https://www.maff.go.jp/j/syouan

/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kade

nhou/attach/pdf/pathogen-14.pdf 

2025 年 3 月 18 日 
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参考1. 病原体・検体等の運搬分類判断のフロー例38 

病原体がどのカテゴリーに該当するかは、荷送人が判断する必要がある。 

 

 

 

  

 

 
38 感染性物質の定義は WHO のガイダンス（脚注 12）より「病原体を含むことが分かっているか、またはそれが合理的

に予測できる物質」としている。 
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参考2. カテゴリー分類 

 送付物の内容 要件 カテゴリー  

ヒトもしくは動物から

分離、または培養され

た病原体 

感染症法で一種病原体等～四種病原体等に分類され

る病原体（特定病原体）  

カテゴリーA 

家伝法で規定されている監視伝染病病原体  

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体 

上記以外で、各機関や大学においてカテゴリーA と判

断された病原体  

上記に当てはまらないが、リスク評価のための情報が

不足している感染性物質（新興感染症等の病原体・検

体等）  

上記に当てはまらないもの カテゴリーB 

感染症が疑われる臨

床検体（臨床検体：血

液や組織、唾液や糞

便など）  

一種病原体等への感染が疑われる臨床検体  カテゴリーA 

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体を含む臨床検体 

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体を含む臨床検体の内、同ガイダ

ンスに(cultures only)の表記がある病原体を含む

臨床検体 

カテゴリーB 

リスク評価のための情報が不足している臨床検体（新

興感染症等） 

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体に含まれない感染症が疑われ

る臨床検体  

感染症が疑われる、

病原体・検体等を含

むことが疑われる環

境検体（環境検体：

（土壌、下水など）  

一種病原体等への感染が疑われる環境検体  カテゴリーA  

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体を含む環境検体 

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体を含む臨床検体の内、同ガイダ

ンスに(cultures only)の表記がある病原体を含む

臨床検体 

カテゴリーB 

リスク評価のための情報が不足している臨床検体（新

興感染症等） 
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感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（WHO）に

例示されている病原体に含まれない感染症が疑われ

る臨床検体  

その他  運搬分類のカテゴリーA または B に非該当だが基本

三重梱包が必要と考えられる物質（例：病原体を含む

可能性が極めて低い臨床検体や環境検体）  

  

 カテゴリー非該当

（ドライアイス等、

他の危険物を含む

場合はその梱包基

準を遵守する39） 

  

 

 
39 カテゴリーに当てはまらない物質の場合は都度判断を行う。 



23 

 

参考3. 感染性物質の輸送規則に関するガイダンス（Guidance on regulations for 

the Transport of Infectious Substances 2023-202440）（WHO）

（Annex 3 を抜粋）に例示されている病原体・検体等 

以下のリストにおける（cultures only）は、培養・増殖させたものに限ることを示す。 

 

 

 

 
40 WHO「Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2021-2022」

（https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/339825/9789240019720-eng.pdf?sequence=1）

（閲覧日：2025 年 8 月 26 日） 
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参考4. 一種病原体等から四種病原体等の名称と疾患名称の対照表（厚生労働省資料41

より抜粋） 

 

 

 
41 厚生労働省「病原体等の名称と疾患名称の対照表」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000701377.pdf）（閲覧日：2025 年 8 月 26 日） 
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参考5. 監視伝染病病原体（農林水産省資料42、43より抜粋）44 

 

 

 
42 農林水産省「病原体の所持等に係る規制の対象疾病について」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-

8.pdf）（閲覧日：2025 年 11 月 6 日） 
43 農林水産省「監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/attach/pdf/pathogen-

36.pdf）（閲覧日：2025 年 12 月 8 日） 
44 ※3 における NIID-002 株は除外された。 
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注：家伝法における届出伝染病等病原体は全て運搬分類上カテゴリーA に分類される。 
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参考6. 基本三重梱包（包装）のイメージ（JIHS web ページ45より抜粋） 

 

 

 

梱包時の注意： 

 2 次容器内への 1 次容器の梱包は送付する病原体・検体等の BSL に応じた実験室の安全キャ

ビネット内で行うことが望ましい。 

 3 次容器への梱包は送付する病原体・検体等を２次容器に梱包した実験室の前室等で行うこと

が望ましい。 

 

開封時の注意： 

 3 次容器の開封は送付された病原体・検体等の BSL に応じた区域で行うことが望ましい。 

 2 次容器の開封は送付された病原体・検体等の BSL に応じた実験室の安全キャビネット内で

行うことが望ましい。 

  

 

 
45 JIHS「病原体等の輸送用包装容器 ～カテゴリーA 容器（国連(UN)規格容器）」

（https://www.niid.jihs.go.jp/content2/research_department/biosafe/youkis-a.html）（閲覧日：

2026 年 1 月 9 日） 
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参考7. 運搬分類に非該当だが基本三重梱包が必要と考えられるもの（例） 

(ア) 感染症法並びに WHO のガイダンスに従い、非該当だが基本三重梱包が必要と

考えられるもの 

(1) 「ヒトや動物に対する感染性物質を含まないことが明らかな臨床検体（血液バンクの健常人血

液等） 

(2) 市販品では無いヒトや動物の抗体、血清又は１本あたりの内容量が 20μL を超える核酸溶液

（プライマーやプラスミド、病原体由来の全ゲノム核酸等を含む培地、培養液（病原体・検体等を

含まないものに限る） 

(3) 開封された市販の血清若しくは抗体（以下「市販品」という。）、又は未開封の市販品であるが内

容が不明（ただし病原体・検体等を含まないことが明らか）であるもの 

(4) ワクチン参照品又は研究用ワクチン（内容物の標示ラベルが必要。ただし、細胞培養痘そうワク

チン以外の痘そうワクチンは BSL2 の生ワクチンのためカテゴリーB で対応する） 

(5) ダニ、蚊などの昆虫（死骸を含む）（病原体・検体等を含まないものに限る） 

(イ) 組織により判断が分かれるもの 

(1) 培養液中の非感染細胞（凍結液体中の非感染細胞） 

(2) 生物剤由来の標準品又は参照品 

(3) ホルマリン等固定液に入った組織材料 

(4) 固定液に浸漬した抗酸菌接種マウス標本 

参考8. 運搬分類に非該当であり基本三重梱包も不要と考えられるもの（例） 

(1) 市販品（未開封で、内容がわかる標示ラベルのあるもの） 

(2) ホルマリン等固定パラフィン包埋組織ブロック又は切片を貼付したスライドガラス 

(3) 滅菌消毒済みの実験器具 

(4) 食品（ただし、感染症検査用等の食品検体を除く） 

(5) 梱包材（容器のみの場合は、危険性を示すラベルやマーク、空箱又は容器のみという標示を付

けること）46 

(6) 乾燥させた核酸入りチューブ（内容標示をすること） 

(7) 乾燥させた非感染性かつ非毒性蛋白質（内容標示をすること） 

(8) １本あたりの内容量 20μL 以下の核酸溶液又は蛋白質の溶液（梱包時に十分な吸収材を入れ

内容標示をすること） 

(9) WHO のガイドライン 12、13 に記載のもの 

 

 
46 他、目隠しをする等の方法で誤認を防ぐ必要がある。 



30 

 

参考9. 国内において病原体運搬を委託可能な企業一覧、47 

運搬対象 業者名 住所等 備考 最終確認 

カテゴリーA

および B 

株式会社トラスト・エ

キスプレス 

株式会社トラスト・エキスプレス 

電話：03-3774-5731 

・特定病原体等（二種病原体等、三種病原体等、四種病原体

等） 

2025.12 

日本通運株式会社 日本通運株式会社 フォワーディングビジネスユニット 

国内航空貨物統括部 営業センター（メディカル担当） 

電話：03-6284-6099 

email：nittsu-dp6-tyo@nipponexpress.com 

・特定病原体等（二種病原体等、三種病原体等、四種病原体

等） 

・海外運搬対応 

・諸手続きについて相談可能 

・https://www.nittsu.co.jp/ 

2025.12 

株式会社セルート 株式会社セルート 営業担当 

電話：03-5285-5039 

https://www.bio-logi.com/ 

・特定病原体（二種病原体等、三種病原体等、四種病原体等） 

・諸手続きについて相談可能 

2025.12 

ジェットエイト株式会

社 

ジェットエイト株式会社 創薬開発支援ユニット 

電話:03-6231-0527 

email:pharma@jet8cargo.com 

https://jet8cargo.com/contact/ 

・特定病原体（二種病原体等、三種病原体等、四種病原体等） 

・海外運搬対応 

・諸手続きについて相談可能 

2026.1 

日本郵便株式会社 最寄りの郵便局 ・カテゴリーA は四種病原体等のみ 

・梱包責任者の登録が必要 

・航空運搬は不可 

― 

佐川急便株式会社 東京本社 営業開発部 市場開発課 

佐川急便メディカル事務局 

電話：03-6696-3207  

email: sgw_medical@sagawa-exp.co.jp 

・特定病原体（二種病原体等、三種病原体等、四種病原体等） 

・航空、海上運搬対応 

・梱包責任者の申告が必要 

・諸手続きについて相談可能 

2026.1 

カテゴリーB 日本空輸株式会社 電話：03-5762-7013 

https://jaw.co.jp/cargo/ 

・UN3373（カテゴリーB）の梱包依頼も可能（別料金） 

・固定された拠点間の定期的な運搬を請け負う 

2025.12 

国際空輸株式会社 国際空輸株式会社 

担当者 飯田（イイダ） 

・カテゴリ－A 運搬に関しては要相談 2025.12 

 

 
47 航空運搬や海上運送の可否は各企業へ問い合わせ・確認を行うこと。 
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電話: 03-3767-3649 

email: medical@kokusaikuyu.co.jp 

https://www.kokusaikuyu.co.jp/airlift/medical/ 

日本急送株式会社 電話：0120-24-8815 

https://www.nihon-kyuso.co.jp/ 

・UN3373（カテゴリーB） 2025.12 

佐川急便株式会社 東京本社 営業開発部 市場開発課 

佐川急便メディカル事務局 

電話：03-6696-3207  

email: sgw_medical@sagawa-exp.co.jp 

・UN３３７３（カテゴリーB）対応 

・航空、海上運搬対応 

・梱包責任者の申告が必要 

・諸手続きについて相談可能 

2026.1 
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参考10. 標示・ラベルのイメージ（3 次容器まで）(WHO ガイダンス 和訳版 13 を

元に作成） 

(1) カテゴリーA（3 次容器までを記載） 

 

(2) カテゴリーB（3 次容器までを記載） 
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参考11. 標示・ラベルのイメージ（Overpack）（JIHS 令和 5 年度 希少感染症

診断技術研修会「病原体輸送」48を参考に作成） 

(1) カテゴリーＡ（この際、病原体名は Overpack に記載してはならない） 

 

(2) カテゴリーB（この際、病原体名は Overpack に記載してはならない） 

 

 

 
48 令和 5 年度 希少感染症診断技術研修会「病原体輸送」（https://www.niid.jihs.go.jp/images/lab-

manual/kisyo/25_R5_Transport_Harada.pdf）（閲覧日：2025 年 10 月 27 日） 
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参考12. 一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等の運搬時の携行品一覧 

(1) 拡散防止用資材49 

(ア) 運搬容器を充分覆うことができるシート 

(イ) 立ち入り制限のためのロープ等 

(ウ) 使い捨てマスク 

(エ) ゴーグル（保護眼鏡） 

(オ) 使い捨てビニール手袋 

(カ) 0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液（500mL50 程度） 

（毒素については、0.01％次亜塩素酸ナトリウム溶液でも可） 

(キ) 使用後のビニール手袋等を入れるビニール袋（大） 

(2) 特定病原体等 イエローカード51 

(3) 届出対象病原体等運搬証明書 

 

  

 

 
49 厚生労働省「携行品一覧（例示）」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/7_07.pdf）（閲覧日：閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
50 元資料では「ml」表記だが、現在は国際単位系（SI 単位系）で「mL」表記とされているため、本資料では mL に統一し

ている。 
51 厚生労働省「特定病原体等 イエローカード」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001164588.pdf）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
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参考13. 書類作成に必要とされる情報一覧 

荷送人または荷受人が提供すべき運搬に伴う書類作成、運搬に必要な共有情報 

基本

情報 

都道府県

公安委員

会への届

出書類 

病原体とその分類 法令に基づく病原体・検体等の名称と感染症法上の

分類52  
数量 本数と量 

出発地  事業所名・所在地（住所） 

荷送人 氏名・所属・連絡先・緊急連絡先 

（＊複数名の登録が望ましい） 

到達地  事業所名・所在地（住所） 

荷受人 氏名・所属53・連絡先・緊急連絡先 

（＊複数名の登録が望ましい） 

運搬日時 出発時刻から到達時刻 

（到達時刻は出発地、時刻を起点に実際に運搬する

ルート決定、所要時間の算定後で無いと決定できな

い。通常は運搬業者に任せるべき作業） 

＊記載した時刻から早達もしくは遅延の場合には、運

搬経路を管轄する都道府県公安委員会への連絡が必

要 

運搬容器

情報 

運搬容器仕様 ・実際の送付時に使用する運搬容器写真54 

・Overpack（もしくは 3 次容器）のサイズ 

運搬区分 カテゴリーA 

Overpack の使用の有無 
 

冷却剤の使用の有無とその量 冷却剤種とその重量 

運搬容器総重量 使用冷却剤及び温度ロガーを含む 

 （厳密な温度管理が必要とされる場

合）希望する温度帯 

-60 度以下／0 度以下／常温 

その他、運搬請負

契約に関する情報 

温度ロガーの使用の有無 使用する場合は機器の商品名、型番を記載 

荷物引き取り場所と時間の指定55 
 

荷物引き渡し場所と時間の指定 55 
 

 

  

 

 
52 法令に基づく病原体名等を正確に記載すること。 
53 (二種病原体等を運搬する場合)厚生局へ提出する二種病原体等所持許可申請書に記載した機関名に記載を揃える

必要がある。 
54 運搬業者に梱包を依頼する場合、梱包を依頼する容器の荷姿を共有する。 
55 荷物の引き取り時間や引き渡し時間は運搬業者との調整中に確定する。 
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参考14. 書類作成に必要とされる情報 記載例56、57 

荷送人または荷受人が提供すべき運搬に伴う書類作成、運搬に必要な共有情報 

基本

情報 

都道府県公安委員

会への届出書類 

病原体とその分類 狂犬病ウイルス街上毒（三種） 

数量 1.5mL アシストチューブ 4 本 （0.5mL/tube x4 本 

計 2.0mL(2.0g) 

出発地  日本医療研究開発機構・SCARDA 

東京都千代田区大手町 1-7-1 読売新聞ビル２１F  

荷送人 氏名：研究太郎  

所属：SCARDA58 

電話：03-AAAA-xxxx 緊急連絡先：070-bbbb-

ZZZZ 

到達地 日本医療研究開発機構・西日本統括部 

大阪市中央区備後町 4-1-3 御堂筋三井ビル 6F 

荷受人 氏名：医療花子  

所属：西日本統括部 

電話：06-AAAA-xxxx 緊急連絡先：090-bbbb-

ZZZZ 

運搬日時 出発：令和 7 年３月 31 日 午前 10：00 

到達：令和 7 年 3 月 31 日 午後５：00 

運搬容器情報 運搬容器仕様 実際の送付時に使用する運搬容器写真（1 次容器～3 次

容器及び Overpack まで。ラベルとその記載内容が判

別できる画像を添付すること） 

幅 50ｍｍ×奥行 50mm×高さ 60mm  
運搬区分 カテゴリーA UN2814 

Overpack の使用の

有無 

あり 

冷却剤の使用の有無と

その量 

ドライアイス・5kg 

運搬容器総重量 運搬容器総量・1.5kg、ドライアイス・5kg、Data ロ

ガー・0.5kg 計 7kg 

その他、運搬請負契約に関

する情報 

Data ロガーの使用の

有無 

あり 温度ロガー（○○社製 型番：ＡＡＡＡ） 

荷物引き取り場所と時 東京都千代田区大手町 1-7-1 読売新聞ビル２１F  

 

 
56 参考 13 の表に具体例を記入したもの 
57 本情報の収集以外に、特定病原体等イエローカード（脚注 51）に係る対応も必要である。 
58 (二種病原体等を運搬する場合)厚生局へ提出する二種病原体等所持許可申請書の記載と揃える。 
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間の指定 エレベーターホール 

令和 7 年３月 31 日 午前 9：40、電話連絡後合流  
荷物引き渡し場所と時

間の指定 

大阪市中央区備後町 4-1-3 御堂筋三井ビル 6F 

601 会議室内  

令和 7 年 3 月 31 日 午後５：00 頃 到着およそ 10 分

前に電話連絡すること 
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参考15. カテゴリーA の運搬に関するチェックリスト（例） 

1. 【基本項目】 

(1) カテゴリーA に分類される病原体・検体等であるか 

(2) 運搬するものが一種～三種病原体等である場合、運搬経路を管轄する都道府県公安委員会

の運搬証明書や特定病原体等イエローカード 51 等必要書類が揃っているか 

(3) 荷送人は運搬業者・荷受人と連絡がとれているか 

2. 【基本三重梱包】 

(1) 国連規格の病原体運搬容器（使用期限は製造後５年以内）を使用し、正しい組み合わせか 

(2) 検体を入れた 1 次容器は防漏性であるか 

(3) 液体検体か(Yes の場合は 1)、No の場合は(4)へ) 

1) 液体検体を全量吸収出来る、十分な吸収材を入れたか 

(4) 1 次容器のキャップに適切なシールを施したか 

(5) 複数検体を入れたか(Yes の場合は 1)、No の場合は(6)へ) 

1) 検体は何種類で何本か  (   種類・   本) 

2) 複数検体は個別梱包し相互に接触していないか 

(6) 適切なクッション材を 2 次容器に充填したか 

(7) 2 次容器は密封されているか 

(8) 二次及び 3 次容器に無関係な物質を入れていないか 

(9) 内容物項目リストを 2 次容器と 3 次容器の間に入れたか 

(10) 冷却剤は使用しているか(Yes の場合は 1)、No の場合は次項目へ) 

1) 冷却剤の種類は 〔氷・保冷材・ドライアイス・その他(             )  〕 

2) 冷却材にドライアイスを使用している場合は、2 次容器より外側に入れたか 

3. 【手続き】 

(1) 病原体・検体等運搬に関する機関内手続きは済んでいるか 

(2) 病原体・検体等は二種～三種病原体等である場合、運搬経路を管轄する都道府県公安委員会

の運搬証明書等必要書類が揃っているか 

(3) 荷送人は運搬業者・荷受人と連絡がとれているか 
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4. 【梱包】※国連規格の病原体運搬容器を使用 

(1) 以下のいずれかの要件に合致しているか 

1) 陸上又は海上運搬であり、容器当たりの質量が 400kg 以下又は 450L 以下 

2) 航空運搬であり、50g 又は 50mL 以内 

3) 航空運搬であり、50g 又は 50mL を超え、4kg 又は 4L 以内 

(2) 特定病原体等で液体の場合又は非特定病原体等で 50mL を超える液体の場合、1 次容器の

口が上を向いているか 

5. 【3 次容器への標示等】 

(1) 荷送人の住所・氏名・電話番号の記載はあるか 

(2) 荷受人の住所・氏名・電話番号の記載はあるか 

(3) 内容物を熟知している責任者(緊急連絡先)の氏名及び電話番号の記載はあるか 

(4) ヒトに関わる病原体・検体等の場合「区分 6.2 の危険性ラベル」が貼付され、「UN2814 

Infectious substance, affecting humans」及び正味量(Net Qty)の標示 

(5) 動物のみに関わる病原体・検体等の場合「区分 6.2 の危険性ラベル」が貼付され、「UN2900 

Infectious substance, affecting animals only」及び正味量(Net Qty)の標示 

(6) 3 次容器にドライアイスを梱包した場合は「第 9 分類の危険性ラベル」が貼付され、「UN1845 

DRY ICE」及び正味量(Net Qty)の標示があるか 

(7) 【梱包】1-3.に該当し、50g を超える固体又は 50mL を超える液体である場合、貨物機専用ラ

ベルを貼付したか 

(8) 【梱包】2.に該当する場合、天地無用ラベルを相対する二側面に貼付したか 

(9) 運搬時の温度条件がある場合、ラベルを貼付したか(不要、冷蔵（チルド）、冷凍) 

6. 【Overpack への標示等】 

(1) Overpack（3 次容器の外から保冷又は複数の 3 次容器を一まとめ）を使用しているか（Yes

の場合は 1)、No の場合は【文書】へ) 

1) 発泡スチロールを用いた場合は段ボールやプラダン等で覆われているか 

2) Overpack 表面に【3 次容器への標示等】と同じ標示等がなされているか。 

この際、病原体名は Overpack に記載してはならない。 

3) Overpack 表面に「OVERPACK」の標示がされているか 

4) 3 次容器と Overpack の間に保冷剤としてドライアイスを使用した場合は「第 9 分類の危

険性ラベル」が貼付され、「UN1845 DRY ICE」及び正味量(Net Qty)の標示があるか 

7. 【文書】 

(1) 航空運搬か (Yes の場合は 1)、No の場合は【その他】へ) 
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1) 危険物申告書及び航空貨物運送状はあるか（業者が用意する場合は確認したか） 

8. 【その他】 

(1) ゆうパック59を利用するか（Yes の場合は 1)、No の場合は(2)へ） 

1) 送り状に品名「病原体」又は「臨床検体」及び注意書き「危険物」の記載はあるか 

2) 2 次容器表面に「この中にドライアイスを入れてはいけない」との標示はあるか 

3) ドライアイスを梱包した場合は、送り状の摘要欄に「ドライアイス在中」の記載はあるか 

4) 必要な要件を満たした包装責任者60として認定された者が確認を行った上で梱包並びに受

渡ししているか。 

5) 包装責任者の確認の元、適正包装確認済のシールを貼付しているか。 

(2) 送付物がカルタヘナ法の遺伝子組換え生物に該当する場合、最も外側の容器への「取扱注意」

の標示があるか 

  

 

 
59 ゆうパックの場合、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等は送付できない。 
60 厚労省や JIHS 主催の講習を受講することで認定される。 
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参考16. カテゴリーB の運搬に関するチェックリスト（例） 

1. 【基本項目】 

(1) カテゴリーB に分類される病原体・検体等であるか 

(2) 荷送人は運搬業者・荷受人と連絡がとれているか 

2. 【基本三重梱包】 

(1) カテゴリーＢまたは国連規格の病原体運搬容器61を使用し、正しい組み合わせか 

(2) 検体を入れた 1 次容器は防漏性であるか 

(3) 液体検体か(Yes の場合は 1)、No の場合は(4)へ) 

1) 液体検体を全量吸収出来る、十分な吸収材を入れたか 

(4) 1 次容器のキャップに適切なシールを施したか 

(5) 複数検体を入れたか(Yes の場合は 1)、No の場合は(6)へ) 

1) 検体は何種類で何本か  (   種類・   本) 

2) 複数検体は個別梱包し相互に接触していないか 

(6) 適切なクッション材を 2 次容器に充填したか 

(7) 2 次容器は密封されているか 

(8) 二次及び 3 次容器に無関係な危険物を入れていないか 

(9) 内容物項目リストを 2 次容器と 3 次容器の間に入れたか 

(10) 冷却剤は使用しているか(Yes の場合は 1)、No の場合は次項【手続き】へ) 

1) 冷却剤の種類は 〔氷・保冷材・ドライアイス・その他(             )  〕 

2) 冷却材にドライアイスを使用している場合は、2 次容器より外側に入れたか 

3. 【手続き】 

(1) 病原体・検体等運搬に関する機関内手続きは済んでいるか 

(2) 荷送人は運搬業者・荷受人と連絡がとれているか 

4. 【梱包】※国連規格またはカテゴリーB の規格に適合する病原体運搬容器を使用 

(1) 以下のいずれかの要件に合致しているか 

1) 陸上又は海上運搬であり、容器当たりの質量が 400kg 以下又は 450L 以下 

 

 
61 使用期限は国連規格容器で製造後 5 年以内、カテゴリーB 容器で購入後 5 年以内を目途とする。あまりに古い場合

は劣化の恐れがあるため使用しない。 
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2) 航空運搬であり、4kg 又は 4L 以内 

(2) 50mL を超える液体の場合、1 次容器の口が上を向いているか 

5. 【3 次容器への標示等】 

(1) 荷送人の住所・氏名・電話番号の記載はあるか 

(2) 荷受人の住所・氏名・電話番号の記載はあるか 

(3) 内容物を熟知している責任者(緊急連絡先)の氏名及び電話番号の記載はあるか 

(4) 「UN3373 ラベル」の貼付、「Biological Substance, Category B」及び正味量(Net 

Qty)の記載 

(5) 3 次容器にドライアイスを梱包した場合は「第 9 分類危険性ラベル」が貼付され、「UN1845 

DRY ICE」及び正味量(Net Qty)の標示 

(6) 【梱包】の(2)に該当する場合、天地無用ラベルを相対する二側面に貼付したか 

(7) 運搬時の温度条件がある場合、ラベルを貼付したか(不要、冷蔵（チルド）、冷凍) 

6. 【Overpack への標示等】 

(1) Overpack（3 次容器の外から保冷又は複数の 3 次容器を一まとめ）を使用しているか（Yes

の場合は 1)、No の場合は次項【文書】へ) 

1) 発泡スチロールを用いた場合は段ボールやプラダン等で覆われているか 

2) Overpack 表面に【3 次容器への標示等】と同じ標示等がなされているか 

この際、病原体名は Overpack に記載してはならない。 

3) Overpack 表面に「OVERPACK」の標示がされているか 

4) 3 次容器と Overpack の間に保冷剤としてドライアイスを使用した場合は「第 9 分類の危

険性ラベル」が貼付され、「UN1845 DRY ICE」及び正味量(Net Qty)の標示があるか 

7. 【文書】 

(1) 航空運搬か (Yes の場合は 1)、No の場合は次項【その他】へ) 

1) 航空貨物運送状はあるか（業者が用意する場合は確認したか） 

2) （他の危険物を同梱した場合）危険物申告書はあるか62（業者が用意する場合は確認したか） 

 

 
62 非危険物の冷却剤として使用されるドライアイスは危険物申告書が不要な場合がある。（例：ANA Cargo「2014 年

4 月 1 日以降における、「新様式 危険物申告書（非放射性物質）の運用について（国内貨物）」

https://www.anacargo.jp/ja/news/dom_140325.html）（閲覧日：2025 年 12 月 26 日） 
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8. 【その他】 

(1) ゆうパックを利用するか（Yes の場合は 1)、No の場合は(2)へ） 

1) 送り状に品名「病原体」又は「臨床検体」及び注意書き「危険物」の記載はあるか 

2) 2 次容器表面に「この中にドライアイスを入れてはいけない」との標示はあるか 

3) ドライアイスを梱包した場合は、送り状の摘要欄に「ドライアイス在中」の記載はあるか 

4) 必要な要件を満たした包装責任者63として認定された者が確認を行った上で梱包並びに受

渡ししているか。 

5) 包装責任者の確認の元、適正包装確認済のシールを貼付しているか。 

(2) 送付物がカルタヘナ法の遺伝子組換え生物に該当する場合、最も外側の容器への「取扱注意」

の標示があるか  

 

 
63 厚労省や JIHS 主催の講習を受講することで認定される。 



44 

 

参考17. 感染症法 特定病原体等所持者の法律上の義務・罰則等64、65 

 
特定病原体等の移動により、二種から四種病原体等の所持者に課される義務等を同時に履行する必

要があることに留意すること。（便宜上一種病原体等を含んだ表で示している） 

運搬の届出（都道府県公安委員会宛）について、感染症法第五十六条の二十七に基づいて届け出る

必要があることに留意すること 1。 

  

 

 
64 厚生労働省「感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について」内「制度の概要 病原体等所持者の法律上の義

務・罰則等」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-

kansenshou17/03.html）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
65 厚生労働省「一種～四種病原体等所持者の法律上の義務・罰則等」

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/sankou_1.pdf）（閲覧日：2025 年 3 月 18 日） 
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参考18. 家伝法 監視伝染病病原体の所持者の家伝法上の義務等66、67 

 

監視伝染病病原体の移動により、監視伝染病病原体の所持者に課される義務等を同時に履行する必

要があることに留意すること 4。 

 

  

 

 
66 農林水産省「病原体の所持等について」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/pathogen.html）（閲覧

日：2025 年 3 月 18 日） 
67 農林水産省「病原体の所持等について」内「1-2. 病原体所持者の義務等について」

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/pathogen.html）（閲覧

日：2025 年 3 月 18 日） 



46 
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